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ります。実施は、相続税は毎年、固定資産税は３年に一度です。ご了承ください。 
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1 はじめに 

1.1 公的閲覧申請マニュアルについて 

本書は、公的閲覧申請に関する機能について操作方法をご説明いたします。 

REA-NET に初めてログインされる方は、初期設定マニュアル(利用者共通)をご確認ください。 

1.2 各機能について 

公的閲覧申請に関する機能をご説明いたします。 

各機能の説明については、次項「1.3 機能概要」に記載しております。 

 

・事例申請メニュー 

 

 

1.3 機能概要 

公的閲覧申請 

公的土地評価業務を目的とした事例閲覧についての申請、申請内容の修正・削除をすることができます。 
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2 操作手順 

公的閲覧申請に関する操作を行う場合は以下の操作手順で各画面を表示します。 

各画面の操作方法については 4 頁以降をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事例申請メニュー 

公的閲覧申請 

ログイン 

サブシステム 

選択メニュー 

・下記の中からご利用になりたいサブシステムを選びます 

・「公的閲覧申請」画面を選びます 

・協会登録番号（個人 ID）とパスワードを入力します 

※業者 ID では、公的閲覧申請できません。 
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3 公的閲覧申請 

「公的閲覧申請」の操作方法をご説明します。 

3.1 ケース別対応方法 

仮申請 

公的土地評価閲覧の申請（仮申請）ができます。 

※本マニュアル「3.3.1 公的閲覧を新規申請する場合」の内容をご確認ください。 

 

申請状況の確認 

ご自身の申請状況の確認ができます。 

※本マニュアル「3.3.2 申請状況の確認方法」の内容をご確認ください。 

 

登録内容の修正 

仮申請後、一部内容の修正や申請の削除ができます。 

※本マニュアル「3.3.3 公的閲覧申請を修正する場合」の内容をご確認ください。 

 

士協会での処理前（待ち）のステータスであれば変更が可能です。 

仮申請後に、提出書類の間違いや、入力忘れに気づいた場合、また後から情報を取得し、地点数を入力したい場合にご利用く

ださい。市区町村や区分は変更できません。 

間違えて申請してしまった場合は削除（取下げ）を行い、再度仮申請を行ってください。 

 

不受理とされた申請の対応 

仮申請が不受理とされた場合、データを削除してください。 

※本マニュアル「3.3.4 不受理とされた申請の修正と削除（取下げ）」の内容をご確認ください。 

 

承認済申請の修正 

申請の承認後、一部内容の修正ができます。 

※本マニュアル「3.3.5 承認となっているデータを修正する場合」の内容をご確認ください。 

 

修正を行えるのは、ポイント（地点数）と書類だけとなります。市区町村や区分の変更は行えません。 

また、承認となった仮申請の取下げ（削除）は不可となっておりますので、取下げ（削除）を行いたい場合は士協会へお問い

合わせください。 

 

士協会による割当 

士協会が評価員に代わり、仮申請をすることができます。 

※本マニュアル「3.3.6 士協会による割当について」の内容をご確認ください。  
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3.2 事前準備 

① 提出書類の種類 

仮申請を行う前に、事前に仮申請に必要な提出書類の用意をします。 

仮申請に必要な提出書類は以下 3 点です。 

◆ 申請書兼誓約書 

申請市区町村で 1 人につき 1 回は必ず提出してください。 

◆ 委嘱を証する書類 

委嘱を証する書類がある場合、必ず「委嘱状（写）」または「契約書（写）」を提出してください。 

◆ 地点を証する書類 

委嘱地点数がわかる書類を提出してください。 

 

原則、1 人につき各書類の提出は必ず 1 回行って頂きます。ただし、士協会によっては省略できるケースもあります。 

必要書類に関しましては、各士協会へお問合せください。 

（連合会ホームページ等に各士協会で必要な提出書類の表を掲載予定です。） 

 

② 提出書類のフォーマットと命名規則について 

提出書類を PDF データに変換し、必ず PDF ファイル名を「評価員名_書類名_区分（相続税/固定資産税）_西暦.pdf」 

と変更してください。 

ファイルの中身はカラーでも白黒でも構いませんが、ファイルサイズは 1 つの書類につき 100MB までとします。 

 

例 申請書兼誓約書  ⇒ 鑑定太郎_申請書兼誓約書_相続税_2025.pdf 
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3.3 操作方法  

 

「事例申請メニュー」画面にて【公的閲覧申請】をクリックします。 

 

 

「公的閲覧申請一覧」画面が表示されます。 

 

  

クリック 
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3.3.1 公的閲覧を新規申請する場合 

新規ボタンをクリックします。 

 

 

「公的閲覧申請」画面が表示されます。 

  

  

クリック 

申請画面の見方について 

 

■ 市区町村の選択 

※政令指定都市は○○市○

○区を選択 

(区ごとで選択をしてください) 

・区分を選択（相続税または固

定資産税） 

・ポイントに地点数を入力。 

 ※空欄と 0 では申請できませ

ん。 

・申請書兼誓約書の添付 

・委嘱を証する書類の添付 

・地点を証する書類の添付 

・書類１、書類２の添付 

┗こちらは予備枠です 
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※入力時の注意点について 

  

 

 

 

 

※必要書類のアップロード 

参照ボタンをクリックして頂くとポップアップウィンドウが開きます。 

 

  

市区町村の選択は必須項目です。 

政令指定都市の場合は、○○市●●区と表記されてい

るものから選択してください。 

区分の選択 

「相続税」または「固定資産税」

を選択ください。 

ポイントの入力 

1 以上の地点数を入力してください。 

「申請書兼誓約書」、「委嘱を証する書類」、「地点を証する書類」、その他書類に関しまして

は、参照ボタンをクリックして頂くとポップアップウィンドウが開き、ファイルの選択画面になります。 

予めご用意頂いた PDF ファイルを確認し、選択してください。 

クリック 
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開くダイアログが表示されます。 

任意の提出書類ファイルを選択します。 

 

 

予め事前準備の段階で保存しておいたファイルの保存場所に移動し、ファイルを選択してください。 

ファイル名が正しいものかを確認し、右下の「開く」ボタンをクリックします。 

 

ファイルがアップロードされます。 
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申請内容を入力し、仮申請ボタンをクリックします。 

  

※仮申請の際の注意点 

① 本申請(承認)に必要な提出書類に関しましては、各士協会にて異なるため、士協会にご確認ください。 

（連合会ホームページ等に各士協会で必要な提出書類の表を掲載予定） 

② 委嘱は確定ですが、地点数のみ未定の場合、仮申請だけは可能ですが、必ず確定次第、速やかに地点数の修正を行ってく

ださい。 

③ 申請書兼誓約書は複数申請の場合でも、申請市区町村のいずれかで一度提出すれば、再度提出する必要はありません。

ただし、相続税、固定資産税、それぞれの提出が必要です。 

④ 書類のPDFファイル名は、必ず命名規則に従ってください。 

評価員名_書類名_公的区分_西暦 

※例：鑑定太郎_申請書兼誓約書_相続税_2025.pdf 

 

※命名規則については、「3.2 事前準備」を参照 

  

クリック 
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仮申請完了メッセージが表示されます。 

 

 

内容に間違いがないかを確認し、仮申請ボタンをクリックすると上図のようなポップアップが表示されます。「OK」をクリックすると、一

覧画面へ自動的に移動します。 

上図のポップアップに記載されているとおり、士協会が書類の内容を確認し、不備がなければ受理されます。不備があった場合は

不受理となりますのでご注意ください。 

本申請は士協会から行われるため、本申請にかかる作業は発生しません。 

  



REA-NET 公的閲覧申請マニュアル 

 

12 

 

3.3.2 申請状況の確認方法 

  

 

 

仮申請後の一覧画面表について 

 

1.ステータス列(左端列)について 

一番左列がステータスとなっております。下記の２つがあります。 

「申請」＝評価員がご自分で仮申請をされた場合  

「割当」＝士協会が評価員に代わって申請登録をした場合 

※士協会による割当についての詳細は、「3.3.6 士協会による割当について」をご参照ください。 

 

2.申請書兼誓約書などの各種書類について 

PDF ファイルを添付した場合は、「有」と表示されます。添付しない場合は、空白表示となります。 

申請書兼誓約書につきましては、申請市区町村のいずれかで添付しなければならないので、仮申請データのいずれかに、 

「有」と表記されているか確認してください。 

 

3.可否列について 

REA-Jirei 閲覧権限がある会員の場合、仮申請が完了しますと、ステータスが「士協会承認待ち」と表示されます。 

士協会が内容の確認をし、連合会への本申請を行うと「承認」と表示され、評価員へメールが送信されます。 

REA-Jirei 閲覧権限がない会員の場合、仮申請が完了しますと、ステータスが「閲覧権限なし」と表示されます。 

また、士協会が内容の確認をし、連合会への本申請を行うと「承認・閲覧権限なし」と表示され、評価員へメールが 

送信されます。 

公的閲覧には REA-Jirei 閲覧権限が必要ですので、REA-Jirei 閲覧手続きを行ってください。 

内容に不備があり、仮申請が受理されなかった場合は「却下」と表示されます。（却下のみ赤文字で表記されます。） 

 

4.詳細ボタンについて 

各列の右端列にあります「詳細」ボタンをクリックすると、登録したデータの詳細が確認できます。また、修正や削除等も 

こちらから行えます。 

2. PDF をつけて仮申請した

場合は、有と表示されます。 3. REA-Jirei 閲覧権限がある会員の場合、仮申請

が完了しますと「士協会承認待ち」と表示されます。 

仮申請が承認されると「承認」と表示されます。 

REA-Jirei 閲覧権限がない会員の場合、仮申請が完

了しますと「閲覧権限なし」と表示されます。 

仮申請が承認されると「承認・閲覧権限なし」と表示さ

れます。 

不受理の場合は「却下」と表示されます。 

1. 

4. 
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3.3.3 公的閲覧申請を修正する場合 

修正したい申請の詳細ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公的閲覧申請」画面が表示されます。 

 

 

仮申請後に、提出書類の間違いや、入力忘れに気づいた場合、また後から情報を取得し、地点数を入力したい場合には 

下記手順にて修正が行えます。 

① 申請一覧画面を開き、修正したいデータのステータスが待ちになっているか確認します。 

② 修正したいデータの「詳細」ボタンを選択し、申請画面にて内容の修正をします。 

③ 市区町村や区分は変更できません。間違えて申請してしまった場合は削除（取下げ）を行い、再度仮申請を行って 

ください。  

クリック 
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修正する場合は申請内容を修正し、修正ボタンをクリックします。 

  

 

申請内容修正メッセージが表示され、修正が完了します。 

 

   

クリック 

修正 

添付PDFの削除方法と注意点 

添付しているPDFファイルを削除したい

場合は、削除したいPDFの右横にある

「削除」ボタンをクリックしてください。 

「削除しますか？」というポップアップが表

示されますので「はい」を選択し、削除

します。 

間違えて削除した場合は、左上の

「戻る」をクリックして頂くか、再度添付

しなおしてください。 

以上で完了です。 

O K ボタンをクリックし

て一覧画面へ戻り、内

容が修正されているか

をご確認ください。 
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3.3.4 不受理とされた申請の修正と削除（取下げ） 

士協会から仮申請を却下（不受理）とされた場合は、データの削除（仮申請の取下げ）を行ってください。 

再申請を行う場合は、再度新規申請からやり直してください。 

また、申請や修正画面とは画面が少し異なりますのでご注意ください。 

 

削除したい申請の詳細ボタンをクリックします。 

 

 

削除する場合は削除ボタンをクリックします。 

 

 

  

クリック 

クリック 
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確認メッセージが表示されます。 

OK ボタンをクリックします。 

  

 

申請取消メッセージが表示され、取消が完了します。 

 

※却下（不受理）について 

申請内容に不備があった場合、士協会では受理できず却下（不受理）となります。 

却下と表示された場合は、申請の取下げ（削除）を行ってください。再度、同地点の申請を行う場合でも、「新規申請」から仮申

請をやり直してください。 

却下（不受理）とされた理由については士協会へお問い合わせください。 

クリック 
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3.3.5 承認となっているデータを修正する場合 

修正したい申請の詳細ボタンをクリックします。 

  

 

「公的閲覧申請」画面が表示されます。 

 

 

※修正について 

修正を行えるのは、ポイント（地点数）と書類だけとなります。市区町村や区分の変更は行えません。 

また、承認となった仮申請の取下げ（削除）はできませんので、取下げ（削除）を行いたい場合は 

士協会へお問い合わせください。 

  

クリック 
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修正する場合は申請内容を修正し、修正ボタンをクリックします。 

 

 

申請内容修正メッセージが表示され、修正が完了します。 

 

クリック 

修正 
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3.3.6 士協会による割当について 

士協会が担当者と地点数を全て把握している場合、評価員に代わり、まとめて仮申請登録（入力）をすることが可能です。 

ただし、評価員は仮申請内容は確認できますが、修正・削除はできませんのでご注意ください。 

 

詳細ボタンをクリックし、士協会による割当内容を確認します。 

  

 

「公的閲覧申請」画面が表示されます。 

  

 

※士協会による割当とは 

士協会が評価員に代わって公的土地評価の閲覧申請を行うことができる機能です。 

士協会による入力が行われた市区町村は、評価員の画面には「割当」と表示され、士協会のみ修正・削除を行うことができま

す。 

評価員は仮申請を行うことなく、公的土地評価目的の事例閲覧を行うことができます。 

  

クリック 

士協会が登録した仮申請

内容(割当)は修正・削除

ができません。 
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4 お問い合わせ先 

 

REA-NET サポートセンター 

 

◎受付時間 

平日 9：00 ～ 12：00  13：00 ～ 17：00 

月～金 ※土・日祝祭日 定休 

 

◎メールをご利用の場合は以下のメールアドレスに送信下さい。 

support@fudousan-kanteishi.or.jp 

 

◎お電話でのお問い合わせの場合は以下の電話番号へご連絡下さい。 

※混雑が予想されますので極力メールでお問い合わせください。 

電話番号 03 – 6809 – 1121 

以上 

mailto:support@fudousan-kanteishi.or.jp

